
大切な人の預貯金を相続されたお客様へ 

 

相続定期貯金 

スーパー定期・大口定期貯金（期間１年） 

                          店頭基準金利 
 

 

 

 

                           （相続により取得した金額の範囲内） 

相続預貯金とあなたの預貯金をまとめて賢く運用いただけます 

相続定期貯金 まごころ （取扱期間：2026年1月1日～12月31日） 

お申込いただける方 相続手続の終了から１年以内の方 

お取扱商品 スーパー定期・大口定期貯金（期間１年） 

特別金利 店頭基準金利＋０.4％ 

お申込限度額 相続により取得した金額の範囲内 

お申込条件 

当ＪＡおよび他金融機関で相続手続きを行い取得されたご資金 

※ 相続により取得した預貯金の他、死亡保険金、不動産や株式等の換金代

金等も対象となります。 

※ 相続された方が当ＪＡにお預け中の他金融商品（普通貯金を含む）からの預

け替えはできません。但し、被相続人から相続した資金は対象となります。 

継続方法 
自 動 継 続 式 

※ 継続後は店頭基準金利が適用されます 

必要書類 

「他金融機関での相続手続きの完了時期」、「お預けされる方が相続人である

こと」、「相続により取得した金額」が確認できる書類のご提示をお願いします。 

（例）・戸籍謄本の写し・遺産分割協議書の写し・被相続人名義の解約済通

帳や利息計算書・保険金等支払通知書・売買契約書等 

 ※当JAで相続手続された方は、不要です。 

そ の 他 

① 上記以外の事項は定期貯金規定に従ってお取扱いします 

② 本商品の詳細は店頭の商品概要説明書でご確認下さい 

③ 本商品は予告なく取扱を終了する場合がございます 

あなたの気持ちを大切にします 
ＪＡ山武郡市 


